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要約： 

本稿では、本研究会設立の意図・目的、分析視角、用語（「国家」、「社会」）の定義

を示すとともに、それぞれの取り組みを通したドイモイ下ベトナムの「国家と社会」

に関わるインプリケーションを総括している（各章は担当分野それぞれにおける成果

でもある）。 

今回の取り組みを通じ、ドイモイ下ベトナムの「国家と社会」の関係の様態として、

(1)「国家」が「社会」の同意を得て「社会」の動員に成功し、両者が協同して一定の

目的のために共同行動を行う、(2)「国家」と「社会」が協同といえないまでも、一定

の目的のためにそれぞれの役割を担う、(3)「国家」が「社会」の必要に必ずしも応え

られていない部分について「社会」の側がそれを担う、(4)「国家」に対して「社会」

の側が体制の転換を求め、「国家」の側は「社会」のそうした動きに干渉し、管理・取

締りの強化を図る等の様相を検証、確認できた。 
 総合的観点からすれば、ドイモイ下ベトナムの『国家』は『社会』に依存しつつ、

また程度としては限定的ではあるが時に「社会」によって揺さぶられる中で「国作り」

を進めていると捉えることができよう。 
 ドイモイ下ベトナムの「国家と社会」の関係様態の基底には、現代ベトナムにおけ

る「国家」と「社会」間の役割分担の均衡点の模索という要素が胚胎されている。 
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はじめに 

 

1986 年 12 月に開かれた、ベトナムで政権を握るベトナム共産党の第６回全国代表

者大会（以下、党大会）で改革刷新路線、すなわち「ドイモイ(doi moi)路線」は採

択された1。「ドイモイ」というベトナム語の意味は「より進歩し、落伍、遅滞した状

態を克服し、発展の要求を充足させ、以前とまったく異なる状態に転換すること」

(Vien Ngon Ngu Hoc [2004：337])とされる。1981 年における生産請負制2の正式な

導入・普及の決定など、改革に向けた契機はそれ以前に見られた。しかし、正式な方

針の採択が行なわれたという観点からすれば、1986 年が大きな分岐点となったのであ

る。 

ドイモイ路線の採択当初からマクロ経済の安定化が主眼に置かれていたが、1994 年

１月に開かれた臨時党大会を契機として、1996 年６月末～７月初めにかけて開かれた

第８回党大会では 2020 年までに工業国となることが基本的指針として決められた（白

石[1999:30,36-37]）。以降、現在に至るまでベトナムでは工業化・現代化路線が推し

進められている。 

総括的に議論すれば、ドイモイ路線は、国家丸抱えの社会主義計画経済に依拠した

経済運営から、主として市場経済に依拠した経済運営への転換を中核としつつも、政

治・外交分野にわたる極めて包括的なイニシアチブとなっている(表１参照)。少し具

体的に言えば、経済分野では、経済アクターの多様化・外国投資の導入・国有企業改

革・金融制度改革・国際経済への参入、政治分野では、国会活性化とその地位向上・

行政改革・「民主化」3、外交分野では、全方位外交の展開・経済開発や「国作り」に

集中できる国際環境作り、輸出市場の拡大努力など、多岐、多様な内容を含んでいる。 

ベトナム当局にとってみれば、それは現体制の生き残りをかけた、国内外の状況に

対する適応・対応への取り組みという側面を持っていよう。 

現在の政治体制を維持するという前提が堅持されているとはいえ、これだけの政策

転換、施策の推進を行なうのであるから、「国家」は施策の対象となる「社会」と新た

に向き合う必要がある。そうなれば「社会」の側も「国家」の動きに何らかの対応を
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示さなければならない。こうしたドイモイ下ベトナムの「国家」と「社会」の関係の

様態は一体どのような状況にあるのだろうか。 
本研究会が取り組む課題は、この「国家」と「社会」の関係の様態に対する考察で

ある。それは、現体制が推進するドイモイ、工業化・現代化路線と、その下で生きる

人々の関係の有様を考える作業でもある。「国家」のみでなく、また「社会」だけでも

ない、両者を視野に入れて分析を行なうことで、ドイモイ下ベトナムの実態に対する、

より的確な理解に少しでも近づくことができるのではないかと考えられる。 

先行研究については後に概観するが、研究会を組織して、多分野に渡りこうした課

題を研究しようとする試みは、管見の限りではアジア経済研究所における今研究会の

取り組みが最初のものである。こうした点からも、今回の仕事により、ドイモイ下ベ

トナムの状況の理解に対する新たな知見がもたらされることが、期待される。 

そして、所収された論文が取り上げるそれぞれの分野における理解の広がり、深化

にも本研究は貢献しうると思われる。 

表１ ドイモイ路線下で推進されている主な路線 

＜経済分野＞ 

・経済アクターの多様化：私営企業、外国企業も正式な経済アクターとして認知 

・外国直接投資の積極的誘致、導入 

・国有企業改革：整理再編、株式化 

・金融制度改革：財政と金融分離、専門銀行の設立 

・国際経済への参加：AFTA加盟、WTO加盟 

＜政治分野＞ 

・国会、人民評議会（地方議会）の活性化 

・行政改革：国家機構の見直し、行政手続改革の推進、幹部の訓練・育成 

・民意への配慮：基礎における民主規則、請願・告発法の実施 

＜外交分野＞ 

・全方位外交の展開：経済開発に集中できる環境作り 

・積極的な国際参入：ASEAN、APEC、WTO加盟、対米関係正常化 

(出所)筆者作成。 
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本章の構成は以下の通りである。 

第１節でベトナム地域研究における先行研究を概観し、第２節で本書における「国

家」と「社会」のタームの定義と分析視角について記す。続く第３節で本書の構成を

紹介し、第４節で本書の成果をまとめることにしたい4。 

 
 
 第１節 ベトナム地域研究における先行研究5 
 

本節では「国家と社会」分析視角を用いたベトナム地域研究における主な先行研究

を発行順に概観したい。 

日本のベトナム地域研究においては、白石が、猪口孝中央大学教授を中心として発

行された東京大学出版会の東アジアの国家と社会シリーズで白石[1993]をまず出版し

た。同書は民族民主主義革命、社会主義革命を経て、ベトナム戦争とその後の第２次

５カ年計画の頓挫、ドイモイ路線採択に至るベトナムの歴史的歩みを丹念に記した労

作である。 

また、白石は白石[2000]でべトナムの政治機構を解説することを目的として、ベト

ナム文献における「国家」と「社会」、「国家と社会の関係」について記している。す

なわち、「国家」は「社会の管理者」であり、「社会」は「人民が労働し生活する場、

もしくは労働し生活する人民の総体である」。「国家と社会の関係」については、憲法

４条の規定に従えば、ベトナム共産党が「国家と社会を領導する勢力」であり、「国家

は党に領導されつつ社会を管理する」と解説している(白石[2000：17-18])。 

日本のベトナム地域研究において「国家と社会」という分析視角を用いつつ、ベト

ナムの全体的状況に対する動的かつダイナミックな理解を与える上で先駆的な貢献を

したのは古田である(以下、敬称略)。本研究の取り組みの着想ヒントは古田の著作か

ら得ている(古田[1996],古田[2000])。古田はこの視角を全面的に押し立てて分析を展

開してはいない。しかし、著作の要所でこの分析視角を効果的に用いつつ、(1)ドイモ

イ以前のベトナム、(２)ドイモイ初期のベトナム、(３)90 年代以降6のベトナムの状況

をダイナミックに描くことに成功している。 
筆者も古田の分析視角に学び、1990 年代末から 2000 年代前半にかけてのベトナム
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を対象に拙稿で幾度か分析を試みている(寺本[2003]、寺本［2004］)。以下、少し長

くなるが引用する。 

「この『国家と社会』という視点に依拠して推論すれば、これはあくまでも仮説に

すぎないが、『国家』がベトナム『社会』の上に覆い被さり、ゆっくりと『社会』の側

に浸透しつつあるものの、社レベル(末端の行政レベル 筆者注)の地方政府そのもの

も十全な国家機関とは成り得ていない状況にあるのではないか。特に人口の大半が生

活を営む農村部では、社政府が未だその下に位置する自然村を十分に掌握できていな

いと推測される。『国の法は村の掟に敗れる』というベトナムの成句は未だ基本的には

有効で、『国の法は村の掟にまだまだかなわない』とすると、その状況、動向により近

いのではないだろうか。 
 これまで検討してきた『読者の意見』(Nhan Dan 紙掲載 筆者注)以外の、このよう

に考える理由の一つには、1998 年３月末、カイ首相が同年５月１日から全国のすべて

の社・坊・市鎮の人民委員会（役場）に官報を配布することを決定し、それぞれの社・

坊・市鎮に国家・地方政府の法文書を納める『法律文庫（Tu sach phap luat）』の設置

を求めたということがある。このことはつぎのことを示唆していると思われる。（１）

少なくとも 1998 年の段階では、社レベルには法の普及が十分になされていないこと、

（２）法を社レベルに浸透させようとする試みは行われているが、その状況は未だ初

期の段階にあること。ここでは、法の浸透と『国家』の浸透をパラレルに捉えている。 
 ベトナム当局は、社レベルをその路線、政策が実施される現場として位置付け、重

要視している。これは見方を変えれば、『国家』と『社会』がせめぎ合うレベルという

ことである。近年、ベトナムでは、『税法を厳格に執行しよう』といった標語を目にす

る。これは、『国家』と『社会』のせめぎ合いの、ある重要な局面を象徴していると考

えられる」(寺本[2003：53])。 
ここでは「国家」が「社会」の上に覆い被さり、浸透しようとする動きと浸透が簡

単には進んでいない状況について指摘している。2003 年 10 月に示された社レベルの

専門職務従事者を公務員とする施策についてもそうであるが、「国家」による「社会」

に対する着実な浸透圧力が存在する。そして「国家」と「社会」、両者のせめぎあいの

場として社レベルが注目されることを指摘している。 

次ぎに、２年研究会である本研究会の初年度の成果として寺本[2006]がある。管見の限
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りでは、研究会を組織してドイモイ下ベトナムの「国家と社会」を考察しようとした

最初の試みである。フィールドでの調査を通して諸分野、フィールドにおける状況の把握、

考察を行うとともに、その考察・把握の取り組みに「国家と社会」の分析視角を導入する試み

を行なっている。 

最後に、戒能・松本・楜澤編[2006：15-19]所収の、古田[1996]を素材として開かれ

た、ベトナムの「国家と社会」に関連する研究会の開催記録(2002 年４月 27 日開催)
について記しておきたい。同研究会の場で楜澤は、ベトナムの「村の掟」である郷約

について「郷約それ自身が持っている常備的側面と、国家意思を人民に伝達するとい

う側面、さらに国家の法に矛盾するようなムラ社会の独自発展のツールとして使われ

るという側面を有すると理解されている」（戒能・松本・楜澤編[2006：16]）と述べ、

そういう観点から「ベトナムにおける国家と社会の関係は、両義的、多義的である」

と指摘している（戒能・松本・楜澤編[2006：16]）。 
 また、同研究会の場で鮎京は「古田先生がつくられたスローガンの中で、私が知っている

のは『貧しさを分かち合う社会主義』と『なかったものはなくならない』というのがある。これは

強固な共同体に対して、社会主義的なものがどのくらい入り込んでいたのだろうか、むしろな

かったのではないか、つまり、もともとなかったものは、ドイモイの時代になってもなくならない

んだという意味だと思っている」という、ベトナムの「国家」と「社会」の関係を考える上で極め

て示唆的なコメントを行っている（戒能・松本・楜澤編[2006：18]）。 

次に、欧文の主な成果をみてみたい。欧文の成果としてはまずカークフリートが挙げられ

る（Kerkvliet［1995］）。管見の限りでは欧文・和文にかかわらず、論文として「国家と社会」と

いう分析枠組みを前面に押し出してベトナム研究に取り組んだ最初のものである。同論文で

は農民抗議行動に関する報道記事等を通して、農村社会と国家の関係を分析している。 

カークフリートは、ベトナムにおける「社会・国家関係(society-nation relations)」につい

て以下の４つの理解の型を紹介している(Kerkvliet［1995:65‐67］)。 
（１）国家の統治、ルール作成グループが事実上自己充足的であり、したがって社会

は重要なインパクトを与ええない。 
（２）国家、党はコーポラティスト的な形態においてのみ社会の影響を許容する。す

なわち、国家は社会機構、社会組織を作り、自身のアジェンダを推進するためにそれ

を利用している。 
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（３）上記２つの見方は国家の力を重く見すぎ、他方、社会の力を軽視しすぎている。

不充分なリソース・その他の不適当性のため、プログラムを調整し、政策を実行する

国家の実際の行政能力は支配的国家よりもかなり劣っている。  
（４）社会からのプレッシャーに国家は適応している。人々は幹部の計画、命令と一

致しないことを個人的、集団的に行い、国家のプログラム実行を妨げている。 
なお、ここでは「国家」と「社会」という用語の定義づけは行なわれていない。 

この論稿ではカークフリートは(4)の立場に注目し、自身の見方との適合性を指摘してい

る。 

さらに、カークフリートは Kerkvliet［2003］でもべトナムの国家と社会の関係についての研

究取り組みを行なっている。ただ、前稿では「社会・国家関係(society-nation relations)」と
記されていたものが、この論稿では「国家と社会の関係(relations between state and 
society)」と述べられ、「国家」が「社会」の前に出されている。 

前稿では記されていなかったが、この論稿ではまず「社会」について、後に「国家」につい

てそれぞれ定義を示している。「社会(Society)」という用語については「政治的、経済的情

況・環境を共有する、組織と習慣を含めた、１つの国における人々に対する要約的なターム」

であるとしている(Kerkvliet［2003：28］)。他方、「国家(State)」については、「社会全体、その

様々な部分に適用することを意図されたルールを作り、実行し、強制する官僚、組織」

(Kerkvliet［2003：28］)と定義している。カークフリートは中でも「政府当局と政府管轄内で生

活する人々の関係に取り組みを集中する」とし、政治システムはいかに動くのか、国家権力と

社会にある人々の関係はいかなる関係にあるべきなのかという２点に特に関心をおくとしてい

る(Kerkvliet［2003：29］)。 

ここでカークフリートはベトナムの政治システムに対して  (1)「支配的な国家」という理解の

型、(2)「動員的コーポラティズム」という理解の型、(3)「対話的」という理解の型、の３つの理

解の型を示している(Kerkvliet［2003：30‐32］)7。 

(1)「支配的な国家」という理解は、「ベトナム共産党が最もパワフルで勢力を有する国家に

よって、またその中で、ベトナムを治めるルールとプログラムが作られる」という見方で、国家

（あるいはベトナム共産党）の支配的な役割を重視する理解である。 

(2)「動員的コーポラティズム」という理解の型は、「社会における諸勢力は、国家自身が支

配する組織を通して政策に影響を与えることができる」という見方である(Kerkvliet［2003：
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30］)。具体的には「国家、特に共産党が設立し、運営する諸組織を用いて国家はそのプロ

グラム・政策をサポートするために人々を動員でき、当局と社会のそれぞれのセクター間の

コミュニケーションのチャネルを維持でき、そうでなければ手に負えなくなる社会的経済的

グループを管理できる」という観点を重視するもので、社会の強さを意味するものではけっ

してない。 

(３)「対話的」という理解の型は、上記２つの理解の型は国家の力を過大視しすぎ、他方、

社会の力を過小評価しすぎているという観点からのものである。これは「国家の様々な構

成要素と社会における利害関係間の交渉は可能である」という見方を重視したもので、必

ずしも国家の側の決定・方針がそのまま実行されるわけではないことを示している。 

以上３つのベトナム政治に対する理解の型を示した後、統治組織と過程、メディア、農業

合作社、汚職の４つのアリーナにおいて、報道記事等、既存文献の検討を通して分析を行

なっている。最終的な結論としてはそれぞれのアリーナにおいて、上記３つの理解の型に合

致する諸要素、状況を見出すことができたが、中でも(1)が優勢であるとの判断が示される

(Kerkvliet［2003：32‐49］)。そして最後は、ベトナムにおける国家機構の管理能力の高さ、強

さに言及するとともに、「市民社会」の形成は緒についたばかりであるとの指摘で締めくくられ

ている(Kerkvliet［2003：49］)。 

最後に、カークフリートの弟子筋にあたるコウの著作（Koh［2006］）に触れておきたい8。カ

ークフリートが主にベトナム農村部を念頭に取り組みを展開しているのに対し、コウはハノイ

市、中でも都市部を舞台に考察している。本書の特徴はそこにある。同書では「国家・社会

関係」(state‐society  relations)というタームが用いられており、「国家(state)」というタームと並

んで「党‐国家(party‐state)」というタームが使用されている。これらタームの定義は政治学一

般のものと同様であるとして特に示されていない。舗道の秩序維持をめぐる問題などを取り

上げ、長期間のベトナム滞在、そして現場経験・調査に基づいてまとめられている（Koh

［2006：14‐21］）。日常生活における管理する者と管理される者との関わり、調整の空間であ

る「メディエーション空間(mediation space)」という概念設定を行い、その形成コンテキスト

の考察をした点に新味があると考えられる。コウは「焦点をあてるアリーナにより「国家」の「強

さ」・「弱さ」、「社会」の「強さ」・「弱さ」は異なる」と指摘している（Koh［2006：259］）。 

 

これまで先行研究について概観、検討してきた。最後に少し整理をしておきたい。 
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これまでの検討から、ベトナム地域研究においては、「国家と社会」分析視角が(1)歴史、

現代史、現状分析の文脈(白石[1993]、古田[1996]、古田[2000]、寺本[2003]、寺本

［2004］)、(2)法律研究の文脈（戒能・松本・楜澤編[2006：15-19]）、(3)ベトナム政治

研究の文脈(Kerkvliet［1995］、古田[2000]、白石[2000]、Kerkvliet［2003］、寺本[2003]、
寺本［2004］、Koh［2006］)で主に用いられてきたことが読み取れる。また、既存文献を材料

として諸分野の状況を検討したものや、蓄積した知識・経験、情報に基づいてベトナム全体

の潮流に対するマクロ的な理解を与えようとしたものが中心である。 

フィールドおよび現地での検証に基づく成果はごく数が限られる。また、研究会を組織し、

フィールドでの調査を通して諸分野、フィールドにおける状況の把握、考察を行い、その取り

組みに「国家と社会」の分析視角を導入する試みは、管見の限りではアジア経済研究所に

おける今回の取り組みが初めてである9。 

  
 
第２節 本研究における「国家と社会」の分析視角 

 
本節では、本研究における「国家」と「社会」という言葉に対する基本的な理解と

分析視角について述べておきたい10。 
本研究では、フィールドでの調査を通して諸分野における状況の把握、考察を行い、その

上で「国家と社会」の分析視角を導入する試みを行う。今回の研究会には、同じベトナム地

域研究を専門とするとはいえ、経済領域、農村社会、政治社会などをそれぞれ専門とする専

門家が参加している。それゆえ、様々な分野を射程に入れることが可能となるような、用語の

定義、分析視角の設定を行う必要がある。こうした「雑居性」は分野を問わない包括性、包含

性を本研究会全体の成果（個々の論文ではなく）の位置付けに求めることになる。こうした観

点から、上述したベトナム地域研究における先行研究の分類、(1)歴史・現代史・現状分析の

文脈、(2)法律研究の文脈、(3)政治研究の文脈のうち、分野に限定されない包括性、包含性

を有する(1)の先行研究から多くを学びうることが見込まれる。(1)に連なる主な先行研究とし

ては、白石[1993]、古田[1996]、古田[2000]、寺本[2003]、寺本［2004］を挙げている

が、白石[1993]は 1945 年以降のベトナムの歩みを追った著作であり、また寺本[2003]、
寺本［2004］は古田[1996]、古田[2000]に学ぶ形で記されたものである。そこで、筆
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者が本研究の着想を得る出発点となった古田の著作の検討を手がかりとして、諸分野

にまたがる総合的な分析が可能となるような基本的な用語の定義、分析視角を探ることにし

たい。 
古田は、以下の３つの時期の描写において、それぞれ「国家と社会」の分析視角を

用いている。 
(1) ドイモイ以前のベトナムについて 
「モデルの性格としてはきわめて国権的だったドイモイ以前の旧来の社会主義モデ

ルが、農業社会11であったベトナムでは、実際の社会を包摂しきれていなかった」(古
田[2000:179])。 
(2)ドイモイ開始に至る時期・ドイモイ初期について 
「ベトナムにおけるドイモイの展開過程を見ると、少なくともその開始に至る時期

とドイモイの初期段階では、人々が行なってきた『闇行為』を国家が追認するという

形で、多くの改革が実施され、それなりの経済活性化を生み出した面が強かったよう

に思われる。これは国家と社会の相関という角度から言えば、社会の活力が国家を凌

駕していたことが、ドイモイという改革にとっては有利に作用したことを意味してい

る」(古田[2000:179])。 
(３)90 年代以降 
「90 年代に入って、経済がそれなりに活性化し、国民経済の本格的な発展が課題に

なり始めるようになると、このような（上述(2)のような 筆者注）国家と社会の関係

は、逆に発展を制約する要素に転化した。長い戦争の時代に、ベトナムの国家機関は、

事実上、ソ連などからの援助を人々に分配する配給機関と化していた。このような国

家に、国民経済の発展を領導する役割を期待することはできない。……90 年代のベト

ナムの行政改革は、基本的にはドイモイが本格的な国民経済の発展を志向する第２段

階に入り、国家の指導力が問われるに至ったことと結びついて提起された」(古田

[2000：180])。 
「経済状態がようやく好転をはじめた 90 年代に入り、より本格的な国民経済の発

展が課題になってくると、社会に追随する国家ではなく、社会の活力を国民経済の発

展のために有効に組織しうる『強い国家』の形成が課題になっているとみるべきであ

ろう」(古田[1996：166])。 
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このように古田はドイモイ以前からドイモイ初期を経て 90 年代にいたる時期を対

象に描写を行っている。古田の描写は、社会主義国にありがちなイメージ、すなわち

共産党や国家がすべてを支配、管理しているかのようなイメージを抱きがちな多くの

読者に対し、ベトナムの社会の存在・力の大きさを指摘するとともに、両者の関係の

様態について考察を深めることで、ドイモイのダイナミクスに対する新たな知見が得

られる可能性を示唆したものといえる。 
古田の目的は「国家」と「社会」の分析視角を用いて(1)、(2) 、(3)の時期のベトナ

ム全体の状況に、マクロ的な理解、説明を与えることにあり、その目的は十分達して

いる。しかし、「国家」と「社会」の分析視角に基づく分析を全面的に掲げて著作が書

かれているのではなく、著作の要所で限定的に用いられ、「国家」と「社会」という用

語の定義づけも行なわれていないことが示すように、モデルの構築が主眼とされてい

るわけではない。 
したがって、古田自身がモデルとして提示を試みていない「古田モデル」を見出そ

うとすれば、読み手の側がその著作に基づいて析出する必要がある。 
そこで、古田における「国家」と「社会」の用語法、およびその描写における「国

家」と「社会」関係の様態に対する分析の視角についてもう少し考えてみたい。 
「国家」と「社会」の用語法については、上述(2) ドイモイ開始に至る時期・ドイ

モイ初期について、で紹介した「国家と社会の相関…凌駕していた」という表現が示

すように、両語が対概念として位置付けられていることが読み取れる。それでは「国

家」、「社会」のそれぞれの用語の意味についてはどうか。まず「国家」については、

政策を立案、遂行する公的セクターとして想定されており、当然の前提として、政権

党であるベトナム共産党も視野に納められていると考えられる。他方、「社会」につい

ては、公的セクターが政策を立案、遂行する対象として位置付けられていることまで

は読み取ることができる。 
他方、「国家」と「社会」関係の様態に対する分析の視角については、(1)、(2)の時

期について見ると、「社会」の存在感・活力が「国家」のそれを上回る様相を呈し、逆

にそのことがドイモイを成功裏の展開に導いた時期と捉えている。(3)の時期について

は、国民経済の発展のためには「社会」を有効に組織できる「強い国家」が求められ

る時期としている12。 
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ここで主に描かれ、注目されているのは、「国家」・「社会」間の相対的な力関係につ

いてであることが理解できる。 
まとめれば、「古田モデル」の基本的骨子は次ぎのように捉えることができよう。 

「国家」と「社会」を対概念として位置付け、「国家」を政権党であるベトナム共産党

を含めた、政策を立案、遂行する公的セクターとして想定する。他方、「社会」につい

ては、公的セクターが政策を立案、遂行する対象として位置付ける。その上で、これ

ら両者間の相対的な力関係に注目して分析、状況の把握を行う、というものである13。 
しかし、各委員それぞれの分析対象に対するフィールド調査に基づいて「国家」と

「社会」の実態を検証しようという本研究会の取り組みと、史的洞察、知識、見識に

基づいてドイモイ、ひいてはベトナム全体の状況のマクロ的な理解、把握を試みた古

田の仕事とは、その手法、各論における分野性（本研究でも最終的には総合作業を行

うことを目的とするが）という点では質を異にする。したがって、先に抽出した「古田

モデル」の基本的骨子を本研究会の試みに生かそうとするのであれば、それをベースとしつ

つも、本研究会の取り組みにより適合的な用語の定義、分析視角を求めることが必要にな

る。 
以上の検討を踏まえ、本研究会では以下のような用語の定義、分析の視角を求める

ことにしたい。その際、複雑な定義を求めれば求めるだけ、多様な分野に適用するこ

とが容易でなくなることにも留意する必要がある。 
まず「国家」という用語の定義についてであるが、「国家」には、べトナム政府（各

級地方政府を含む）のみを指す場合(狭義の「国家」)と、政府部門だけでなく権力中

枢を握るベトナム共産党を含めて考える場合（広義の「国家」）の２つが大きく分けて

考えられよう。実際のところ、本研究の取り組みでは、前者の理解を採ろうが、後者

の理解を採ろうがそれほど大きな影響はない。ただ、ベトナムの現実に即して考えた

場合、同党の存在と影響力を無視することは現実的ではない。したがって、ここでは

後者の理解を採用することにしたい14。 
次に「社会」という用語の定義についてであるが、「国家」に対する対概念として

の位置付けであり、「国家」権力が貫徹していない、「国家」による管理、政策の立案・

遂行の対象となる、「国家」が設定した「律」を状況に応じて受容しつつも、それ独自

の「律」に基づいて機能する、一定の関係性を共有する人々の束・集まり、として定
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義することにしたい。 
「国家」と「社会」関係の様態に対する分析の視角については、古田において主に

注目されているのは、「国家」と「社会」間の相対的な力関係についてであることは先

に指摘した。しかし、「国家」と「社会」の関係を考える時、両者の相対的な力関係に

注目するだけでは十分とは言い難い。したがって、本研究では両者の力関係の強弱の

みに注目するのではなく、例えば「協調」、「協力」、「黙認」、「無視」など、様々な関

係の様態を捉えることを分析視角の射程に入れることとする。 
必要に応じて応用的な展開を行っている章もあるが、以上の用語・分析視角に対す

る理解が各章における議論展開の上で、共通のベースとして共有されている。 

 
 
第３節 本書の構成  

 
序章以下の本書の構成は次ぎの通りである。 
第１章「ドイモイ初期の開拓移民事業にみるベトナムの『国家と社会』―1980 年代

における『新しい故郷』の建設―」は、「ドイモイ政策が始まり社会が大きく変容する」、

また「ドイモイを実体化させ、発展の基盤を作る出発点であった」1980 年代における

開拓移民政策の展開を分析の対象としている。筆者の問題関心は、農民が始めた施策

が「国家」に追認され制度化されてくという過程がドイモイの契機の一つであるなら

ば、「社会の活力がなぜどのように国家の枠組みに取り込まれていったのかという点を

明らかにする必要がある」という点にある。 
第２章「ドイモイ下ベトナムの障害者福祉における『国家と社会』―紅河デルタ：

タイビン省、ハーナム省での事例を通して―」では、家族と同居するベトナムの障害

者の生活状況をタイビン省、ハーナム省の農村部におけるフィールド調査を通して考

察している。  
第３章「ドイモイ下ベトナムの国家と市民活動の関係の様態に関する考察」は、「社

会」について公的セクターが政策を立案、遂行する対象である「公民社会」と、国家

の管理の及ばない私的アイデンティティ、私的チャネルに即して動く「実社会」とい

う概念を設定し、後者と「国家」との関わりに軸をおいて考察している。具体的には、
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社会活動に従事する諸組織・人々、政治活動に取り組む諸組織・人々の活動と、それ

に対する「国家」の対応という相互のやりとりの分析を中心とした取り組みである。 
第４章「ドイモイ下のベトナムにおける『共同体』の存在と役割および『政府』の

失敗―経済開発論的アプローチからみた“国家”と“社会”との関係―」は、経済開

発の過程におけるドイモイ下ベトナムの「国家と社会との関係」を、新制度派的な経

済開発論を援用しつつ展開、考察、評価している。具体的には、「国家」と「社会」と

いうキーワードを、新制度派的な経済開発論で使われるところの「政府」、「市場」、「共

同体」というキーワードに置き換え、ベトナムの経済開発の過程における「『政府』と

『共同体』との関係」がいかに捉えられるのかを分析している。 

 
 
第４節 本取り組みにおける成果 

 
最後に、各章ごとの「国家と社会」の分析視角に関わるインプリケーションを整理

した上で、総合的観点からまとめを行いたい。 
なお、各章で対象とされたそれぞれの分野の具体的状況の理解に対する記述、分析

も本取り組みにおける重要な成果であることはいうまでもない。しかし、そうした成

果についてはここでは触れず、各章の記述を待つことにしたい。 

 
１．各章の成果 

 
第１章では、ひとつにはこれまでベトナム地域研究者により注目され、議論される

ことが多かった生産請負制（1981 年）の正式実施より前に、開拓移民政策（具体的に

は政府評議会「CP95 決定」＜1980 年＞）において、「家族」の意義が見直されてい

たことを証明した。1980 年代に拡大した開拓移民事業が「成功」した要因の一つには

「家族」の重要性を認め、政策に取り込むというように、「国家」が「社会」が求めて

いることを「『発見』し、その要求を受け止める能力を身につけたこと」があるという

結論を見いだした。 
「国家と社会」の関係の様態という観点から考えれば、「国家」が「社会」のニーズ
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に配慮し、それに応えるのであれば、一定の方向性にしたがって「国家」が「社会」

を動員することが可能であることを示唆している。こうした点に注目し、古田が 90
年代以降のベトナムの課題とする「社会」への十分な政策遂行能力を有する「強い国

家」に向けての萌芽が 1980 年代の開拓移民政策において既に見られたことを示して

いる。 
第２章では、在宅の障害者については、障害者が障害を負った原因によって「国家」

と個々の障害者との関係性に違いがあることを指摘し、６つの類型を抽出した。そう

した点を踏まえつつ、総合的に判断した結果、「国家」は問題の所在に気づいており、

対応策をとりつつあるものの、「社会」の側(具体的には家族の役割が大きい)の方が、

「国家」に比して実質的かつ相対的に大きな役割を担いつつ、同分野における国内の

対応がなされていることを、実態の検証を通して指摘している。 
 「国家と社会」の関係の様態という観点から考えれば、「国家」も役割・責任を遂行

しようという方向性にあるものの、未だ十分なレベルに達しておらず、実態的には「社

会」の役割に「依存」している部分が大きいことを見出している15。 
第３章では、1945 年のベトナム民主共和国の独立から抗仏戦争においては、「国家」

と「社会」の利益が一致し両者は緊密な関係にあった。しかし、民族解放後にはベト

ナム共産党の公的な政治イデオロギーに即した形で動く「公民社会」と、国家の管理

の及ばない私的アイデンティティ、私的チャネルに即して動く「実社会」という概念

を設定できるほどにかつての一枚岩的な関係に変化が生じていると捉えている。その

背景には南北分断と北による統合という歴史的な背景、ベトナム共産党による一元的

統治によるゆがみがあるという。「国家」の側は「公民社会」の拡大を目指し、「実社

会」の側はそれから上手く身をかわしつつ行動の自由を確保しようとしていることを

検証しつつ、「実社会」の求めるところは「国家」から身をかわす必要がなくなり、公

的な制度を通して「国家」に作用できるようになることであることを指摘している。 
「国家と社会」の関係の様態という観点から考えれば、ドイモイ下ベトナムの「市

民社会」の形成を視野に入れた政治状況において以下のことがいえる。ひとつには、

「国家」と「公民社会」については、両者は同じ方向、志向性を持って活動している

こと、２つめには、「国家」と「実社会(「市民社会」が属する側)」については「国家」

と「公民社会」とは異なり、前者が強くなれば少なくとも表面的には後者は弱くなる、
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あるいはより巧みに身をかわすようになるといったように、肯定的、親和的というよ

りは否定的、非親和的な動きを見せること、の２つである。 
第４章では、ドイモイ下のベトナムでは「共同体」（“社会”）が存在し、経済開発の

過程、中でも貧困緩和において現実的に無視できない役割・機能を果たしている(具体

的には第 2 章を参照されたい)。にもかかわらず、「政府」(“国家”)は「共同体」の

役割・機能を過小評価しがちであり、それを積極的に活用することに「失敗」してい

ることを指摘している。その最大の理由のひとつは「『統制主義的開発モデル』の一変

種である伝統的なマルクス・レーニン主義的開発認識の継続」であるという。 
「国家と社会」の関係の様態という観点から考えれば、「社会」は経済開発、貧困緩

和において一定の役割を担っているにも関わらず、「国家」はそれを積極的には評価し

ていない。黙認、あるいは無視している。しかし、貧困、リスクの緩和、国民生活の

向上と安定化という側面で「社会」の果たす役割は極めて重要なものとなっている。 

 
２．総合的成果 

 
これまでに行なった検討の結果に基づき、「国家」と「社会」の関係の様態という観

点から整理すれば、以下の４つの様態を見出すことができる。 
（１）「国家」が「社会」の同意を得て、両者が協同して一定の目的のために共同して

行動を行なう(第１章)。 
（２）「国家」と「社会」が協同とまではいえないまでも、一定の目的のために、当該

分野において、それぞれの役割を担う(第２章、第４章)。 
（３）「国家」が「社会」の必要に必ずしも応えられていない部分について、「社会」

の側がそれを担う(第２章、第３章、第 4 章)。 
（４）「国家」に対して「社会」の側が体制の転換を提案、要求し、「国家」の側は「社

会」のそうした動きに干渉し、管理の強化、妨害を図る(第３章)。 
これらの「国家」と「社会」の関係の様態を念頭におきつつ、総合的観点から最後

に総括を行なうことにしたい。 
現在、ベトナムは第４章でも取り上げているように「民主化」という課題を抱えつ

つも、「国作り」という側面で、国際連合・世界銀行などの国際機関や、日本・アメリ
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カ・欧州諸国を含めた各国からの支援・協力を得つつ、ドイモイ事業、工業化・現代

化路線を推進している。 
確かに、現在のべトナムでは、古田がいう「社会の活力を国民経済の発展のために

有効に組織しうる『強い国家』の形成」が課題になっている。誤って理解すべきでな

いのは、ここでは、強権的統治の確立という文脈ではなく、例えば社会政策の滞りな

い遂行というような、十分な政策立案、実施能力を持つ「国家」の建設という文脈で

「強い国家」という言葉が用いられていることである。 
しかしながら、いずれにせよ古田はこうした文脈における「強い国家」がどのよう

な道筋で形成されうるのか、その道筋での課題や障害は何かを提示していない。 
 第１章は、古田が「社会」の活力が「国家」を凌駕していた時代と捉えた 1980 年

代を対象として、この時代においても「社会」の求めるところを「国家」の側が的確

にとらえることにより、「社会」への貫徹能力をもった政策が形成された面があったこ

とを解明している。現在のべトナムの課題になっている十分な政策遂行能力を持つ「強

い国家」の建設は、「社会」の要求を理解せず、強引にこれを包摂しようとしたドイモ

イ以前の「国家」への復帰ではなく、第１章で描かれたような「社会」との適切な「協

同」をはかりうる「国家」の建設でなければならないことが提示されている。 
 また第２章、第４章で検証、証明されているように、現在のべトナムは、十分な政

策遂行能力を持つ「強い国家」への道を歩む過程で、「社会」の役割が減少しているの

ではなく、むしろ人々の生活の維持、向上のために柔軟かつ堅忍さをもって機能して

いる状況にある。第２章や第４章で描かれている「社会」の役割は、障害者福祉の実

践、労働力移動の促進や貧困緩和という国家政策上の課題からみても積極的な意義を

持つ。他方、「国家」の側は「社会」の果たす役割に依存し、両者間の適切な分担をま

だ模索している状況にあり（第２章）、ないしは「社会」の役割を過小に評価し、その

積極的活用に「失敗」している（第４章）。 
 第３章では古田の議論の射程には入っていなかった、べトナムにおける市民社会の

形成という課題を取り上げている。ここで指摘されている、「公民社会」と「実社会」

の存在は、「実社会」が「国家」から身をかわすのではなく、政治的な民主化により、

公的な制度を通じてその意思を表出できるようにならなければ解決されない。現在の

べトナムにおける「国家」は、十分な政策遂行能力を備えたという文脈での「強い国
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家」の形成というだけでなく、いずれは民主化という課題と正面から向き合わなけれ

ばならないことが提示されている。 
以上のことから、次のようなドイモイ下ベトナムの「国家」と「社会」の関係像が

浮び上がってくる。 
古田がいう「社会の活力を国民経済の発展のために有効に組織しうる『強い国家』

の形成」(古田[1996：166])が推し進められる方向性、すなわち「国家」機構、法律が

整備され、「国家」による「社会」に対する制度化、管理が進められていく方向性が存

在する。その「国家」は市場経済化、工業化・現代化路線を積極的に推進しており、

それらを後押しする国際環境も現状では整っている。 
他方、「社会」の側は「生活の維持、向上」、「生存」、のためには、柔軟かつ堅忍性

を持って自律的に機能している。国家リソースの利用も可能である限りにおいて重要

な選択肢として活用する。規模は限定的であり依然として稀ではあるものの、現体制

そのものに異議を唱える勢力も存在し、「国家」に揺さぶりをかけている。 
「社会」への政策貫徹能力を持つ「強い国家」を志向するドイモイ下ベトナムの「国

家」は、「国家」機構や法律の整備、浸透を進めつつも、「社会」の自律的な生活対応

能力に大きく依存しつつ、また程度としては限定的とはいえ、時に揺さぶられつつそ

の舵とりを行っていることになる。 
他方、ドイモイ下ベトナムの「社会」から見れば、「国家」による政策、法律・制度

の整備と実行、管理の浸透の試みに対して、適応を迫られつつあるものの、「国家」か

ら得られるリソースがある場合にはそれを利用しつつ、リソースがない場合には「国

家」に依存することなく、自らの直近の必要を満たしている。また、「国家」に対して

政治的に表だって対抗しようとする勢力が、規模は小さいとはいえ存在し、体制への

抗議を続けている。 
 ここであえて強弱という物差しを持ち出せば、ドイモイ下ベトナムの「国家」と「社

会」の関係においては、分野に応じて強弱にヴァリエーションがあることも読み取れ

る16。政治的統治に関わる領域では「国家」が「社会」を管理する力は依然として強

力である。他方、人々の生活の実態面では「社会」が「国家」に比べより多くを担っ

ている。後者において「国家」が「社会」を方針に従わせようとする時には、「社会」

の求めるところ、ニーズを理解し、配慮する必要がある。 
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最後に、本研究を通して得られた、フィールドでの調査に基づく諸分野の具体的状

況に関する分析、それぞれの分野の実態に即して得られた「国家」と「社会」の関係

の様態に関する考察により、「国家」の政策立案・遂行能力の弱さ、「民主化」という、

ベトナム「国家」が現在抱える課題が図らずも浮き彫りにされた。他方、ベトナムの

「社会」は「国家」が満たし得ていない当座の必要を満たしている。 
現代のベトナムにおいて、「国家」が担うべきことと「社会」が担うべきこととの間

の均衡点はどこに見出だせるのか？ドイモイ下ベトナムの「国家」と「社会」の関係

の様態の基底には、そうした問いが胚胎されている。 

 
〔注〕 
                                                  
1 同党大会では次の方針転換が確認された。(1)歴史的過程の読み直し、(２)混合経済体制をとりあえ

ず選択、(３)重工業重視路線の見直し、(４)市場メカニズムの重視、(５)国際分業への積極的参加、

の 5 点である（古田[1996:57-58,75-78]）。 
2 1981年１月にベトナム共産党書記局が生産請負制拡大の 100号指示を出した。基本的内容は、個々

の農家に土地を割り当て、一定の生産を各農家に請け負わせ、それを超過した分については当該農

家の収入とするというものである。 
3 多党制の導入や、言論の自由の保証ということではなく、主に請願・告発法の導入など、問題が

ある場合には国民の意見に耳を傾ける、限定的な政治参加の保証という意味での動き。 
4 本章は寺本[2006]「序章 試みにあたって」を土台にして執筆している。しかし分析の枠組みを含

め、研究会の運営状況に合わせて変更を行い、かつ大幅に加筆修正を施した。中には部分的に重な

っている部分もあるが、まったく別の原稿となっている。 
5 この先行研究の概観においては、「国家と社会」という分析視角、タームに基づいて分析を行って

いる先行研究についてのみを概観する。例えば、中野［2004］で「政治」と「社会」というキーワ

ードに基づく分析が行われているが、ここでは取り上げていない。本書外部査読者の方から「上部

権力と下部社会との対抗関係は、ベトナム研究の古典的課題である」との指摘をいただいた。ター

ムの使用も含め、分析視角の理解、カテゴリーをもし幅広く取るのであれば際限がなくなってしま

うためである。 
また、他の諸国を対象とする地域研究においても「国家と社会」の分析視角は用いられており、

インドネシアを対象とした土屋[1990]、中国を対象とした天児[1992]、タイを対象とした浅見[1993]、
中国を対象とした菱田[2000]、菱田[2005]、酒井・青山[2005]など様々な取り組み、分析がある。中

でもベトナムと同じ社会主義体制をとる中国を対象として菱田雅晴法政大学教授(以下、敬称略)とそ

のグループは、現代中国の社会構造の変動を「国家・社会関係(State-Society Relations)」という分

析枠組みに基づき、フィールド調査、現地調査を交えつつ、真正面から捉えようとする本格的取り

組みを行なっている。菱田とその研究グループは総合的な結論として「改革・開放プログラムによ

って、現代中国においては『国家と社会の共棲関係』、あるいはより率直には『怪しげな、胡散臭い

両棲関係』がもたらされているのではないか」と指摘している（菱田[2000：12]）。 
 本研究会の取り組みの着想は古田の著作から得たものであり、研究会での取り組みを進めるうち

に菱田の著作に出会ったにすぎない。しかし、菱田らの中国における取り組みと本研究会のベトナ

ムにおける取り組みは対象とする国こそ違え、問題関心を含めて共通している部分が多いのではな
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いかと思われる。 
6 竹内郁雄東京農工大学助教授(以下、敬称略)は本書でドイモイ前の時期「第１の時期」、ドイモイ

後の時期「第２の時期」の２つに分けて考察している。 
7 カークフリートは Kerkvliet[2005：33-36]でも類似の枠組みについて言及している。カークフリ

ートは注の中で現代ベトナムにおける政治研究の積み重ねは未だ少なく、形成途上にあるため、一

人の学者の判断はステージに応じて変化しうるとしている(Kerkvliet[2005：33])。 
8 カークフリートはオーストラリア国立大学(Australian National University)の政治・社会変化学

部（Department of Political and Social Change）の教授を務めているが、コウはそこで学び、指導

を受けている。 
9 その最初の成果が寺本[2006]である。こうした取り組みについては、他国の地域研究においても数

が少ない。管見の限りでは先に注で紹介した現代中国を対象とする菱田[2000]、菱田[2005]がある。

特に菱田[2000]は本研究会の取り組みと対象国こそ違え、問題関心を含めて同分野に属する取り組

みだと考えられる。ベトナム地域研究の文脈で先行研究を捉え、検討してきたが、その意味では菱

田[2000]、菱田[2005]（特に前者）は本取り組み関連の先行研究として位置付けることができると考

えられる。 
10 ベトナム地域研究における先行研究を概観、検討した際に言及したがこの分析視角は「国家」と

「社会」という言葉の定義づけを行わないまま用いられることも多い。これらの言葉を突き詰めて

いけば際限のない考察となる一方で、特に定義づけを行なわなくともある程度の理解が得られると

ころにこの分析視角の特徴があるのかもしれない。ベトナム地域研究における取り組みで示された

定義づけについては既に記したが、ベトナム地域研究以外では例えば菱田［2005］では次のように

述べられている。「『国家・社会関係』は、政治的資源の配分関係をめぐる分析枠組みである。ここ

では国家・社会関係を『中央対地方』、『公対私』、『官対民』、『政治対経済』、『都市対農村』といっ

た二項対立として捉え、第一義的には中央政府を意味する国家が、公的権威世界から発せられるす

べてのものと規定される。国家が、法律や制度から規則や情報、シンボルにいたるまで『上から』

発せられるすべてであるとすれば、これに対する『下から』のレスポンスのすべてが社会となる。

その意味で、社会とは、組織的であるかどうかに関わらず、制度的ないしは非制度的な『下から』

のあらゆる社会関係、利害構造のスペクトル構造の総和と定義されることになる」(菱田［2005：
14-15］)。定義の中で菱田は中国共産党に言及していない。しかし「党＝国家体制」は菱田の「国

家・社会関係」分析の前提となっている(菱田[2000：4])。 
 タイについて研究した浅見[1993]では「国家」について「官僚制及び軍隊を中心とする国家機構

を意味する」(浅見[1993：83])としている一方で「社会」についての定義は見られない。 
11 2005 年現在、ベトナム全人口の 73.03%と人が農村に住んでいる(Tong cuc Thong ke[2006:31])。 
という事実は忘れられるべきでない。 
12 本研究会の竹内委員からの問いにより、古田教授は「社会」の役割を否定するものではないとい

う点は確認されている。 
13 第一級のベトナム地域研究者としての史的洞察、知識、見識が背景としてあることには留意する

必要があると思われる。 
14 寺本[2006]では政策の実施機関に注目するという趣旨から狭義の理解を採用した。 
15 正村公宏氏は、スウェーデンの福祉国家の形成過程におけるもっとも有力な理論的指導者であっ

たグンナー・ミュルダール教授が、多くの施策を国家が推進する必要がある第一段階、個人や民間

の自発的な諸組織の活性化を図り、多様な市民的参加の機会を増やすようにしなければならない第

２段階に分けていることを指摘している(正村[1992:pp.43-44]。ベトナムはこの文脈でいえば、第１

段階にあるのではないかと思われる。 
16 本研究で検証されたこの点は既述のように Koh［2006：259］でも指摘されている。 
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